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長崎県の出生数と合計特殊出生率の推移

１

合計特殊出生率：１人の女性が一生の間に産む子どもの数

令和2年
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長崎県の出生数と合計特殊出生率の推移

出生数 合計特殊出生率

第２次ベビーブーム
（昭和45～49年）
26,813人

第１次ベビーブーム
（昭和22～24年）
61,145人

昭和41年
ひのえう
ま
23,508人

（人）

令和2年
最低の出生数

9,182人

平成15年

1.45

厳しい少子化の現実
→ 本県の出生数はピーク時の約６分の１まで減少しており、令和元年に

１万人を割り込んだ。
→ 本県の合計特殊出生率は1.64と他県に比して高い（全国４位）が、人口を

維持する水準（人口置換水準）2.07とは大きな開きがある。



結婚の状況をデータで見ると、まず、結婚時

の年齢（平均初婚年齢）が男女とも全国的に上

昇しており、晩婚化が進んでいる。

R2（2020）年の本県の平均初婚年齢は、

男性30.3歳、女性29.2歳となっており、男女差

が縮小するとともに、女性の平均初婚年齢が30

歳に近づいている。

また、50歳時未婚率（50歳まで一度も結婚し

たことのない人の割合）は近年全国的に急速に

上昇しており、未婚化も進んでいる。

H27（2015）年の本県の50歳時未婚率は、

男性 22.6％ 、 女性 15.4％ となっており、

男性で4人に1人、女性で7人に1人が結婚しない

という状況。

特に女性は全国を上回って未婚化が進んでい

る。

出典：人口動態統計（厚生労働省）

出典：人口統計資料集
（国立社会保障･人口問題研究所）

少子化の要因 ～進む晩婚化・未婚化～

２



未婚率が高まる一方で、未婚者の結婚に関する意識をみると、未婚者の88％が「いずれ結婚する

つもり」と回答しており、結婚を希望している未婚者は非常に多いと言える。

結婚しない理由

【男性】 【女性】

出典：第15回出生動向基本調査（国立社会保障・人口問題研究所）

また、結婚しない理由として、男性の35％、女性の50％が「適当な相手にまだめぐり会わない」

と答えている。

このことから、「結婚の希望はあるが、出会いがない」という未婚者の現状がうかがえる。

未婚者の現状 ～結婚の希望はあるが、出会いがない～

３



















長崎県

「ながさき結婚・子育て応援宣言」は、企業・団体等において、個人の考え方や
価値観を尊重しながら、結婚を希望する従業員の後押しや、安心して妊娠・出産・

子育てができる職場環境づくりなどに取り組む内容を宣言いただく制度です。
ご登録は無料です。働く人たちの応援団として、宣言をしてみませんか？

働く人たちの応援団になりませんか？

このマークは、結婚・子育てを応援する企業・団体の登録制度を九州・山口の９県で共同展開する
ため、平成30年度に九州地域戦略会議において制作した、９県共通のシンボルマークです。
９つのハートの連なりは、従業員と企業の幸せが連なっていく様子と、九州・山口の９県を表して
おり、マーク全体では、幸せの花束・祝福のクラッカー・応援のメガホンをイメージしています。

（2021年7月末現在 宣言件数463件）



・宣言した企業等を県のホームページや県立高校などでPRします
・宣言のロゴマークを自社のPRに活用できます
・自社の宣言書とチラシ(PDF)※1 をダウンロードし、社内外へのPRに活用できます

※画面イメージです

人材の確保、定着につながります

・従業員の結婚支援を進める上での注意点などをまとめたガイドブックを進呈します
・行政の結婚・子育て支援や働きやすい職場環境づくり等に関する最新情報が届きます

結婚・子育て支援に関する情報が届きます

宣言の登録方法 ～インターネットから簡単応募！

名称・業種・所在地・代表者
名などを入力してください。
事業所単位で登録できます。
【公開されます】

会社・事業所の基本情報

1

連絡先と、簡単なアンケート
について入力してください。
【非公開です】

宣言の内容

2

ご担当者様の情報

●結婚・子育て
●ワーク・ライフ・バランス
●女性活躍・イクボス
の３分野について、宣言内容
を選択又は自由に入力してく
ださい。
企業からのメッセージも自由
に入力できます。
【公開されます】

3

ながさき
結婚・子育て応援宣言

従業員への福利厚生が充実します
・お見合いシステム会費の従業員割引※2 があります

（※2 県が運営する、１対１の会員制データマッチングシステム。２年会費１万円 → 5,000円）
・子育て応援住宅支援補助金※3 の上限額のかさ上げがあります

（※3 市町が実施する､多子世帯や三世代同居･近居のための中古住宅取得･住宅改修への補助制度。詳しくは県の住宅課へ）

※1 宣言書・チラシのイメージ

宣言団体のメリット

2

1

3
確認画面へ進む

※FAX応募用紙もあります



「結婚・子育て」の宣言とは？

「ワーク・ライフ・バランス」の宣言とは？

「女性活躍・イクボス」の宣言とは？
女性活躍は、ダイバーシティ推進の試金石と言われる重要な課題です。その推進のためには、「イクボス」と
呼ばれる「部下や同僚等の育児や介護・ワーク・ライフ・バランス等に配慮・理解のある上司」の存在が欠かせ
ません。ボス（上司・経営者等）自らが早く帰る、休暇を取得する等、率先して行動することで、良好な職場風
土を醸成することができます。

「ワーク・ライフ・バランス」とは、「仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、
自らが希望するバランスで展開できる状態」のことです。
ワーク・ライフ・バランスが実現すれば、個人は、より充実した生活をおくることによってパフォーマンスが
向上し、企業は、社員の力を十分に引き出して持続的に発展することができ、社会全体にも活力が生まれます。

県の調査では、独身の理由の第１位は「適当な相手にめぐり会わない」（55.2％）と、独身者の半数以上が
「出会いがない」という状況です。また、県民（独身者含む）の理想の子どもの数が平均「2.57人」であるのに
対し、実際に予定している子どもの数は平均「2.07人」と、理想より実際の子どもの数が少ない状況です。
このように、個人の結婚・子育てに関する希望が叶っていないという現状を改善するためには、行政による支
援だけでなく、社会全体、特に働く場における支援が必要です。
例） ●個人の価値観を尊重しながら、希望する従業員に対し結婚または子育てに関する情報を届けます

●個人の価値観を尊重しながら、希望する従業員を結婚または子育てに関するセミナー等へ派遣します
●個人の価値観を尊重しながら、希望する従業員の企業間交流へのグループ登録を促進します
●従業員の結婚や出産に際し、祝い金を支給します
●性別に関わりなく、従業員の育児休業の取得及び円滑な復帰を支援します
●Ｎぴか認証取得により、従業員の結婚・子育ての希望がかなう職場環境づくりを推進します
●女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定により、性別に関わりなく従業員の結婚・子育ての希望がかなう職場環境
づくりを推進します

例） ●定時退社を推進します
●所定外労働時間の削減のため「ノー残業デー」を実施します
●有給休暇の取得計画を作成し、計画的な取得を促進します
●育児休業や有給休暇等の各種制度を利用しやすくするため、業務の共有化を進めます
●がん、脳卒中、心疾患、不妊などの治療が必要な従業員の相談窓口を設けます
●Ｎぴか認証取得により、すべての従業員のワーク・ライフ・バランスを推進します
●女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定により、性別に関わりなくすべての従業員のワーク・ライフ・バランスを
推進します

宣言の内容 ～どんな小さなことでも、できることからで構いません

送信後の流れ ～送信後、数日後に登録されます
県から連絡 ホームページに掲載

県の担当者から、宣言内容の確認や、
登録日の調整などのため、ご連絡さ
せていただきます。

宣言の送信から数日後、
企業情報や宣言内容等を専用ホーム
ページに掲載し、
登録完了です。

宣言内容の実践
宣言した内容を実践し、従業員の希
望する結婚・子育てを応援する職場
環境づくりに努めてください。

例） ●女性活躍推進やイクボスに関する研修・セミナー等に従業員を派遣します
●女性活躍推進やイクボスの意義を従業員に周知します
●上司自身もライフを充実させ、部下のライフも応援します
●性別や時間制約の有無に関わらず、従業員の仕事と家庭の両立とキャリアを応援します
●従業員一人ひとりが輝く働き方改革を行います
●Ｎぴか認証取得により、働きやすい職場環境づくりに向け、経営者や管理職が率先して行動します
●女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定により、性別に関わりなくすべての従業員が働きやすい職場環境
づくりを推進します



九州・山口各県共通シンボルマーク

（2021.05）

その他、県関係の登録制度等
～誰もが働きやすい､結婚･子育てしやすい社会づくりに向けた取組

女性の活躍の場を広げ、地域経済の活性化を図ることを目的
として、平成26年12月、県内の経済団体、企業、国・県・
市町、大学を中心として発足した会議です。
(2021年3月末現在趣旨賛同会員289団体､うち自主宣言会員
181団体)
女性活躍推進の必要性・メリット・手法などの普及啓発や、
学生向けのセミナー、優良企業等の表彰などを行っています。

「人も企業もつながる」をコンセプトに、県内の企業・団体に
所属する独身の方々のグループ交流を目的として、県と市町が
新たに構築するシステムです。
【募集しています】
・参加していただく企業・団体等（推進員の選任が必要です）
・参加企業に勤める、独身男性同士又は女性同士の２～４名
グループ
・グループ交流プランを提供していただくお店・イベンター

【協賛店舗のメリット】
・お店の情報を県のHP「ココロンネット」で発信できます
・お店の広告・チラシ等にマークを使用できます
・お店のイメージアップにつながります

〒850-8570 長崎市尾上町3-1 TEL. 095-895-2683

長崎県雇用労働政策課
TEL. 095-895-2714

長崎県経営者協会
TEL. 095-822-0245

問合せ 問合せ

長崎県婚活サポートセンター
TEL. 095-893-8860

問合せ

就学前のお子さんがいるご家庭向けの優しい・お得なサービ
ス提供を通して、地域ぐるみで子育てを応援する機運を高め、
子育てにやさしい社会づくりを推進することを目的とした取
組です。（2021年3月末現在 1,164店舗）

長崎県青少年育成県民会議
TEL. 095-824-7510

問合せ

【応援企業】
お見合いシステムによるお引き合わせの場を
提供するレストラン・ホテル等です

【協力企業】
婚活支援事業の周知など、社員や顧客の結婚に
向けた後押しや環境づくりに取り組む企業等です

Ｎぴか
（長崎県誰もが働きやすい職場
づくり実践企業認証制度）

ながさき
女性活躍推進会議

ウィズコンながさき
（企業間交流事業）

長崎県婚活サポートセンター
応援企業･協力企業

ながさき
子育て応援の店

問合せ

長崎県婚活サポートセンター
TEL. 095-893-8860

問合せ

｢健康経営｣ 宣言事業

協会けんぽ 長崎支部
TEL. 095-829-6001

問合せ

県内の皆様にいきいきと健康に働いていただくため、事業所に「健
康経営」宣言を行っていただいています（2020年9月末現在 524事
業所）。また、要件を満たした事業所は「健康経営推進企業」とし
て認定され、建設工事入札参加者格付で加点されます。

年齢・性別に関係なく、誰もが働きやすい環境づくりに積極的に取
り組む県内企業を、県が優良企業として認証する制度です。
（2021年3月末現在 91社）
【認証のメリット】
①ながさき県内就職応援サイト｢Nなび｣などで優良企業として周知
②合同企業面談会での表示や専用のロゴマークの利用が可能
③県の建設工事の入札審査で加点
④日本政策金融公庫「働き方改革推進支援資金(地方公共団体推進
施策関連)｣において特別利率での融資
⑤県主催の合同企業面談会や説明会への出展に有利に

【取組のサポート】
・保健師・管理栄養士の保健指導や、健診データと医療費データを
分析した事業所カルテの配布などが受けられます（協会けんぽ
長崎支部）
・取組内容に合わせた専門スタッフ派遣が受けられ
ます（長崎県）

※従業員の結婚を応援する宣言をされる際は、
協力企業への登録もご検討ください



 

 

ながさき結婚・子育て応援宣言 応募用紙 
 

わが社(団体)は､個人の価値観を尊重しながら､従業員の結婚･子育ての希望がかなうよう以下のとおり取り組むことを宣言します｡ 
 

結婚・子育てに関すること 番号をいずれか一つ○で囲むか、自由記載欄に記載願います 
 
１ 個人の価値観を尊重しながら､希望する従業員に対し結婚または子育てに関する情報を届けます 

２ 個人の価値観を尊重しながら､希望する従業員を結婚または子育てに関するセミナー等へ派遣します 

３ 個人の価値観を尊重しながら､希望する従業員の企業間交流へのグループ登録を促進します 

４ 従業員の結婚や出産に際し、祝い金を支給します 

５ 性別に関わりなく、従業員の育児休業の取得及び円滑な復帰を支援します 

６ Ｎぴか認証取得により、従業員の結婚・子育ての希望がかなう職場環境づくりを推進します 

７女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定により､性別に関わりなく従業員の結婚･子育ての希望がかなう職場環境づくりを推進します 

 

 

 

ワーク･ライフ･バランスに関すること 番号をいずれか一つ○で囲むか、自由記載欄に記載願います 
ワーク･ライフ･バランスとは、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自らが希望するバランスで展開

できる状態のことです 

１ 定時退社を推進します 

２ 所定外労働時間の削減のため「ノー残業デー」を実施します 

３ 有給休暇の取得計画を作成し、計画的な取得を促進します 

４ 育児休業や有給休暇等の各種制度を利用しやすくするため、業務の共有化を進めます 

５ がん、脳卒中、心疾患、不妊などの治療が必要な従業員の相談窓口を設けます 

６ Ｎぴか認証取得により、すべての従業員のワーク・ライフ・バランスを推進します 

７女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定により､性別に関わりなくすべての従業員のワーク･ライフ･バランスを推進します 

 

 
 

女性活躍・イクボスに関すること 番号をいずれか一つ○で囲むか、自由記載欄に記載願います 
イクボスとは、部下や同僚等の育児や介護・ワーク・ライフ・バランス等に配慮・理解のある上司のことです 

１ 女性活躍推進やイクボスに関する研修・セミナー等に従業員を派遣します 

２ 女性活躍推進やイクボスの意義を従業員に周知します 

３ 上司自身もライフを充実させ、部下のライフも応援します 

４ 性別や時間制約の有無に関わらず､従業員の仕事と家庭の両立とキャリアを応援します 

５ 従業員一人ひとりが輝く働き方改革を行います 

６ Ｎぴか認証取得により、働きやすい職場環境づくりに向け、経営者や管理職が率先して行動します 

７女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定により､性別に関わりなくすべての従業員が働きやすい職場環境づくりを推進します  

 

 
 

この宣言と併せて、｢ながさき女性活躍推進会議｣への加入（無料）を希望する場合はチェック 

(会議事務局の県経営者協会に本応募用紙の情報を提供させていただき、後日同会から加入手続きやメリット(会員のＰＲ等)についてご案内いたします) 
 

職場環境づくりに関するアドバイザー派遣（無料）を希望する場合はチェック 
 

女性活躍推進に関するアドバイザー派遣（無料）を希望する場合はチェック 

 
 

企業･団体名        

代表者役職･ご氏名      従業員数 

所在地       担当者所属･ご氏名 

電 話                      ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ    

（その他自由記載） 

 

 

【FAX】095-895-2554 
長崎県こども未来課 少子化対策班 
Mail：k-k-ouen@pref.nagasaki.lg.jp 

【企業･団体等情報】 

（その他自由記載） 

 

 

（その他自由記載） 

 

 



 

避難確保計画の作成義務について 

 

令 和 3 年 9 月 

長崎県土木部河川課 

 長崎県土木部砂防課 

●避難確保計画作成の義務化 

毎年のように発生する豪雨災害等により人的被害が発生している 

→水防法・土砂災害防止法が改正（H29.6.19） 

 

 避難確保計画作成の義務化 

浸水や土砂災害の被害等が予想される地区に立地する要配慮者利用施設の施設管

理者等に対して、 

・避難確保計画の作成 

・作成した避難確保計画に基づく避難訓練の実施 

 が義務づけられた。（法律上、義務を負う） 

 

  義務化の後も高齢者施設等で人的被害が発生 

  例）令和 2 年 7 月豪雨 

    ・熊本県球磨村の特別養護老人ホーム「千寿園」の被害 

    ・施設 1 階が水没（浸水約 3m）し、入所者 65 名のうち 14 名が死亡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省ホームページより 
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●各施設が義務を負うまでの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●関係機関の連携強化について 

 作成にあたってご不明な点があれば、随時ご相談ください。 

・県や市町において各施設を所管している課 

・市町の防災部局：防災情報等について 

  ・県河川課：洪水浸水想定区域等について 

  ・県砂防課：土砂災害警戒区域等について 

 

 対象施設だけに避難確保計画作成を任せるのではなく、各関係機関も連携を図りな

がら対象施設へのサポートに努めることとしております。 

1．県が洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域を公表・指定 

（洪水浸水想定区域）           （土砂災害警戒区域） 

・県内の 30 河川で指定済み        ・21 市町で指定あり 

・小値賀町を除く 20 市町に指定あり 

2．市町は洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域の区域内にある要配慮者利用 

施設を地域防災計画書に記載（施設の名称、所在地等） 

3．地域防災計画書に記載された時点で、施設管理者等は 

避難確保計画作成の義務を負う 

4.施設管理者等の義務 

・避難確保計画の作成（作成後は市町へ報告） 

・作成した避難確保計画に基づく避難訓練の実施 

・管理・所有している各施設が地域防災計画書 

に記載されているかを確認 

・現在記載がされていない場合も、今後の地域 

防災計画書更新時に追記される場合もあるため随時確認を 

・対象施設は、早急に避難確保計画の作成へ 

着手いただき、市町への提出を 

・提出後は避難訓練を実施 

・適宜見直しやチェックを実施 



 

対象施設数
河川

作成済み数
河川

作成済み%
河川

対象施設数
河川

作成済み数
河川

作成済み%
河川

長崎市 62 54 87% 五島市 1 0 -

長与町 23 0 - 新上五島町 5 0 -

時津町 5 0 0% 壱岐市 0 0 -

諫早市 113 72 64% 対馬市 3 0 0%

大村市 77 35 45% 計 443 253 ―

島原市 0 0 - 河川 57 %

雲仙市 1 0 -

南島原市 11 0 0%

佐世保市 104 76 73%

佐々町 4 0 0%

平戸市 0 0 -

松浦市 12 7 58%

西海市 3 3 100%

東彼杵町 11 0 0%

川棚町 6 4 67%

波佐見町 2 2 100%

市町

要配慮者利用施設の避難確保計画

市町

要配慮者利用施設の避難確保計画

＜洪水にかかる要配慮者利用施設の避難確保計画の作成状況（R3.3.31 時点）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜土砂災害警戒区域にかかる要配慮者利用施設の避難確保計画の作成状況 

（R3.3.31時点）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村
地域防災計画に

位置付けられている施設数
避難確保計画を作成している

施設数
作成率（％）

長崎市 321 277 86.2

佐世保市 80 43 53.7

島原市 0 0 0.0

諫早市 55 51 92.7

大村市 21 12 57.1

平戸市 0 0 0.0

松浦市 6 6 100.0

対馬市 46 1 2.1

壱岐市 17 26 152.9

五島市 28 0 0.0

西海市 0 6 0.0

雲仙市 32 4 12.5

南島原市 19 0 0.0

長与町 0 0 0.0

時津町 0 2 0.0

東彼杵町 4 0 0.0

川棚町 0 0 0.0

波佐見町 17 0 0.0

小値賀町 0 0 0.0

佐々町 0 0 0.0

新上五島町 50 0 0.0

合計 696 428 61.4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生する」ものとして、適時適切な避難行動が

重要視されています。 

円滑・迅速な避難体制を確保いただくため、対象施設におかれましては法に基づき、

適切な対応をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度も既に市町の地域防災計画書が更新され、現在は既に対象施設数が増えているこ

とが予想されます。 

 

各施設におかれましては、避難確保計画作成の義務を負っているかどうか、必ずご確認

ください。 

 

対象施設は早急に対応をお願いいたします。 

避難指示 

緊急の対応を求められるのは、次の台風接近時かもしれません 

避難指示 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【問い合わせ先】 

 

 市町地域防災計画・ハザードマップに関すること 

  施設が所在する市町の防災部局へお問い合わせください。 

 

浸水想定区域・土砂災害警戒区域等に関すること 

  県の各振興局の管理担当課へお問い合わせください。 

 

法律に関すること・その他全般的なこと 

  水防法や河川全般について      ：県庁土木部河川課 TEL 095-823-3280 

  土砂災害防止法や土砂災害全般について：県庁土木部砂防課 TEL 095-820-4788 



 

 

避難確保計画にかかる各種情報（国土交通省ホームページ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国土交通省のホームページの該当箇所を開く。 

 → 国土交通省 要配慮者利用施設  で 検 索 

（URL http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html） 

・避難確保計画作成の手引き 

・避難確保計画の様式 

・実際の作成事例 

などの各種情報の掲載があります。 

 

対象施設の皆様は是非一度ご覧ください。 

 

この HP についてご不明な点は、以下へお問

い合わせ下さい。 

洪水浸水災害について：県庁河川課 

土砂災害について  ：県庁砂防課 

http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html


令和 3年９月 長崎県長寿社会課 施設・介護サービス班 

◎業務継続に向けた取り組みの強化（令和３年度介護報酬改定） 

 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続できる体制を構築す

るため、全ての介護サービス事業所を対象に、 

・業務継続に向けた計画等の策定 

・研修の実施 

・訓練（シミュレーション）の実施   等を義務付ける。（３年間の経過措置あり） 

 

 

参考）厚生労働省ホームページ研修動画 

（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureish

a/douga_00002.html） 
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
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参考）業務継続計画の策定を支援するため、厚生労働省老健局令和２年１２月に作成 

 

 



災害発生時における高齢者福祉施設等の被災状況の報告等について

○高齢者福祉施設等は災害発生時の速やかな支援が必要であるため、被災状況等を迅速・正確に把
握することが重要。

R3.9長崎県長寿社会課

厚生労働省通知「災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の把握等について」にある「被災状況整理表」を用いて、

市町・県において情報収集等を実施。

（対象施設）

(1)老人短期入所施設

(2)養護老人ホーム

(3)特別養護老人ホーム

(4)軽費老人ホーム

(5)認知症高齢者グループホーム

(6)生活支援ハウス

(7)介護老人保健施設

(8)介護医療院

(9)小規模多機能型居宅介護事業所

(10)看護小規模多機能型居宅介護看護事業所

(11)有料老人ホーム

(12)サービス付高齢者向け住宅

施
設
・
事
業
所
等

情報等の収集・共有

市

町

県 国

1
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選択式 選択式 〇or空白 〇or空白 〇or空白 〇or空白 〇or空白 〇or空白 〇or空白 〇or空白 〇or空白 〇or空白 〇or空白 〇or空白

1

長崎県　社会福祉施設等の被災状況整理表

【令和３年４月１日　９：００現在】

基本情報
（あらかじめ記載しておく項目）

ハザードマップ

土砂災害

警戒区域

（イエローゾーン）

（地すべり）

ハザードマップ

土砂災害

警戒区域

（イエローゾーン）

（土石流）

ハザードマップ

土砂災害

警戒区域

（イエローゾーン）

（がけ崩れ（急傾

斜地の崩壊））

福祉避難所

の指定有無

ハザードマップ

土砂災害

特別警戒区域

（レッドゾーン）

（地すべり）

ハザードマップ

土砂災害

特別警戒区域

（レッドゾーン）

（土石流）

ハザードマップ

土砂災害

特別警戒区域

（レッドゾーン）

（がけ崩れ（急傾

斜地の崩壊））

ハザードマップ

（津波）

浸水想定区域

災害警戒区域

ハザードマップ

（高潮）

浸水想定区域

全体

NO
施設名称法人種別施設種別

所在

市町村

被害確認

担当自治体

災害時

緊急連絡先

メールアドレス

災害時

緊急連絡先

携帯電話番号

施設管理者

（代理）-氏名

ハザードマップ

（内水）

浸水想定区域

ハザードマップ

（洪水）

浸水想定区域

非常用

自家発電

の有無

施設

電話番号
施設住所 担当者

災害時

緊急連絡先

担当者

入所者数
施設

メールアドレス

軽傷者数

（医療機関への

受診が不要）

重傷者数

（医療機関への

受診が必要）

死亡者数 行方不明者数
建物損壊

（A）

浸水被害

（B）

雨漏り被害

（C）

避難先施設種

別

避難先施設

の名称

避難状況

の詳細

代替受入先施

設の名称

開所の状況

の詳細
１、介護職員

２、その他職

員(看護師等)
３、ボランティア

選択式 選択式 選択式 選択式 〇or空白 選択式 記述式（任意） 記述式（任意） 選択式（任意） 記述式（任意） 記述式（任意） 選択式 記述式（任意） 記述式（任意） 記述式（任意） 記述式（任意） 〇or空白 〇or空白 〇or空白

被災情報等（災害発生時に記載する項目）

長崎県　社会福祉施設等の被災状況整理表

【令和３年４月１日　９：００現在】

人的被害の有

無

〇人的被害の状況 〇避難・開所の状況

支援に必要な

人数・状況等の

詳細

〇建物被害の状況 〇必要な人的支援の状況

入所施設

運営への支障の有無

及び

代替受入先の有無

被害の規模

必要な支援種別

（下記１～３の中で、複数選択可能）
避難の必要性の有無

及び

避難の状況その他の被害

（被害内容を記

載）

建物被害の内容や

被害箇所等の詳細

（A、B、Cの詳細）

避難先施設の所在地 代替受入先施設の所在地

入所施設以外

〇医療機器等の故障の状況

非常用自家発

電の燃料残量

電源車の支援

及び

支援状況

飲料水の状況
生活用水の状

況

トイレの状況

及び

代替設備の有

無

給水車の支援の有無

及び

支援状況

１、食料 ２、飲料水 ３、薬 ４、おむつ ５、衣服 ６、毛布 ７、マスク ８、消毒液 ９、その他

選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 〇or空白 〇or空白 〇or空白 〇or空白 〇or空白 〇or空白 〇or空白 〇or空白 〇or空白 選択式 選択式

被災情報等（災害発生時に記載する項目）

長崎県　社会福祉施設等の被災状況整理表

【令和３年４月１日　９：００現在】

電気の状況

断水の有無

及び

応急給水可能な設備の有無

水道の状況

※医療機器等の

故障の状況の詳細

停電の有無

及び

非常用自家発電の有

無

ガスの状況

及び

代替設備の有無

冷暖房の状況

〇ライフライン等の状況及び、必要な支援の状況

支援が必要な物資

（下記１～９の中で、複数選択可能）

〇物資の状況

支援が必要な物資の

内容・数量等の詳細

燃料（灯油・ガソリン）

の状況
食料の状況

R3年度 被災状況整理表（イメージ）

P1 基本情報

P２～３ 被災情報等

施設名、所在地、緊急連絡先、非常用自家発電の有無 等 危険区域該当の有無

人的・建物被害 避難・開所の状況 必要な人的支援

停電、断水、ガス、冷暖房の状況 物資(食料、薬、衛生用品、燃料等の状況



○大規模災害発生時には…

• 地方自治体自体が被災し、情報収集が困難になったこと

• 避難所の支援等に地方自治体職員のマンパワーが割かれ、情報収集等が遅れたこと

等の課題が表面化した。

○ このため、施設・事業所の被災状況を迅速に把握するため、

被災状況を集約するシステム「災害時情報共有システム」が国において構築された。

(既存の「介護サービス情報公表システム」を改修。)

3



参考：「介護サービス情報公表システム」

4



5

○災害時情報共有システム（イメージ）



○ 運用開始へ向け、現在準備中

• 既に情報公表システムに登録されている介護施設・事業所

⇒必要に応じ、情報更新又は登録

• 情報公表システムに登録されていない介護施設・事業所等※の新規登録

※公表制度の対象とならない前年度のサービス対価が100万円以下の介護施設・事業所や、有料老人ホーム、

養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス等

⇒被災状況整理表等を用いて県において登録し、ID・パスワードを発行予定。

○ システムが運用開始されるまでの当面の間、又は、災害時情報共有システムに不具合が

生じ使えない場合は、従来どおり「被災状況整理表」で報告ください。

※市町により取り扱いが異なると思われるため、不明な点は市町担当課へお問い合わせください。

6



参考）社会福祉施設等の災害復旧について

〇社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金
• 基本的には建物を復旧するための補助金
• 備品等は対象外
• 建物と一体的な設備（排水・給水設備、空調設備等）も対象となる場合
あり

• 国から災害復旧費として認められる額が1件80万円以上で対象
（詳細は九州厚生局ホームページ参
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/kenko_fukushi/saigai.html）

※激甚災害に指定された場合等、設備・備品を対象とする補助金が個別に
創設される場合がある。
⇒国の査定のため、被災箇所の写真を入念に撮っておく必要。
例）窓ガラスが１０枚割れた場合、１箇所の写真のみでは不十分で、

１０箇所全部を撮影する必要あり。
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